
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
貝類の貝殻周縁部を表裏から挟み付ける挟着具の、前記貝殻裏面へ当てつける部分におい
て、前記貝殻と反対面に貝殻粉体を付着したことを特徴とする貝類用標識。
【請求項２】
貝類の貝殻周縁部を表裏から挟み付ける挟着具の、前記貝殻裏面へ当てつける部分におい
て、前記貝殻と反対面に貝殻主成分であるコンキオリン又は炭酸カルシウムを付着したこ
とを特徴とする貝類用標識。
【請求項３】
前記挟着具の外面に記号を表示した請求項１又は２に記載の貝類用標識。
【請求項４】
前記挟着具の外面を着色した請求項１乃至３のいずれかに記載の貝類用標識。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれかに記載の貝類用標識を装着した貝類。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、放流に際して貝に装着しておき、これにより貝の出所を識別する貝類用標識及
びこの貝類用標識を装着した貝類に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
アワビ等の有用水産貝類は、年々天然物が減少しているため、稚貝を養殖して自然海域に
放流することが行われている。
しかし、放流した後は、個体識別標識がないために、漁獲量への寄与の程度を推測するこ
とができない。このため、資源管理上、適切な手段を講じることができなかった。
また、アワビ等貝類の密漁が盛んになり、市場において産地を特定することができないこ
とも大きな問題であった。
そこで、貝類の出所を識別したり、標識放流された貝類の数年後の再捕数から、漁場の貝
類の資源量を把握するために、稚貝の貝殻に標識を付けることが行われている。
【０００３】
簡単に脱落することのない従来の標識としては、貝類の二枚貝靱帯に識別片となる金属片
を、インジェクタを使用して埋設するものがある（特許文献１参照）。しかし、このもの
は、貝の生体組織である靱帯に金属を埋め込むので、専門的な器具が必要なうえ、極微少
な金属線であるため、一般的にはほとんど番号すら読み取ることはできない。
また、稚貝の貝殻表面に化学結合により着色物質を析出したり（特許文献２参照）、鉄粉
末粒子をコーティングした後、水中の酸素と反応させて錆を生成させる技術（特許文献３
参照）が知られている。しかし、これらは、着色作業が面倒であるばかりか、発色するま
でに時間がかかり、錆の色では目立ちにくいと言う欠点がある。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１１－１９６７０６号公報
【特許文献２】
特開平６－１４１７２５号公報
【特許文献３】
特開２０００－３００１０８号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、従来の標識とは異なり、貝類の貝殻へ簡単に装着することができ、個体に悪
影響を与えることが無く、貝殻から脱落しにくく、捕獲後に剥がしたり偽造することがで
きず、確実に貝の出所を識別することが可能な卓抜した機能を有する貝類用標識及びこれ
を装着した貝類の提供を課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の貝類用標識は、貝類の貝殻周縁部を表裏から挟み付ける挟着具の、貝殻裏面へ当
てつける部分において、貝殻と反対面に貝殻粉体或いは貝殻主成分であるコンキオリン又
は炭酸カルシウムを付着してある。
挟着具を貝殻に係合するだけで手早く簡単に装着できる。
貝殻裏面へ当てつける部分において、貝殻と反対面に貝殻粉体或いは貝殻主成分を付着し
たことによって、挟着具と貝殻裏面の軟体部分との親和性が高まるので、貝が挟着具を異
物として排出しようとせず、この結果、貝の軟体部と接する周縁部に装着された挟着具は
、貝が成長するのに伴って軟体部の外套膜が分泌する貝殻構成成分で覆われ、急速に貝殻
に取り込まれて一体化し、しかも貝に負担を与えることもない。
【０００７】
挟着具の外面に記号を表示しても良いし、外面に着色しても良い。
記号によって様々な情報を貝殻表面に記録することが可能であり、貝が成長してもこれら
の情報を一目で確認できる。また、挟着具の外面を、例えば、放流地域や放流時期で異な
る色に着色すると、色によってこれらの情報を識別できる。
また、本発明の貝類は、上記したいずれかの貝類用標識を装着してある。
【０００８】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
図１及び図２に示すように、貝類用標識１は、貝類の貝殻７の周縁部を表裏から挟み付け
る挟着具２を有する。
挟着具２は、細長い帯片を略ヘアピン状に折り曲げて、外側部分３と内側部分４とがやや
隙間を開けて対向した形状とする。
また、挟着具２は、外側部分３と内側部分４とを強制的に押し広げた後で解放すると、元
の位置に復帰する程度の弾力性を備えた素材、例えば、ステンレス等の不錆性金属、合成
樹脂、或いは磁気チップより成る。
【０００９】
挟着具２は、通常、貝殻７の表面に当てつける外側部分３を、貝殻７の裏面に当てつける
内側部分４よりも長く形成してあるが、外側部分３及び内側部分４の長さ、その比率、幅
、外側部分３と内側部分４との隙間の寸法等は、装着する対象となる貝の種類によって適
宜変更することができる。
即ち、大型の貝であれば、挟着具２の幅を広く、外側部分３及び内側部分４の長さを長く
する。また、外側部分３と内側部分４との隙間は、装着しようとする貝の貝殻７の厚みよ
りやや狭くしておく。
【００１０】
また、図１に示すように、外側部分３の外面には記号５を表示してある。この記号５は、
放流地域、放流時期（挟着具２の装着時期）等の情報を示すものであり、経年変化によっ
て剥落しないように刻印によって表示するのが望ましい。
なお、挟着具２の少なくとも外側部分３の外面を、放流地域、放流時期等によって異なる
色に着色することもできる。挟着具２を合成樹脂製とした場合には、合成樹脂自体を着色
すれば色が落ちにくく、色によって一目で情報を確認できる。勿論、着色した外側部分３
の外面に記号５を表示することも可能である。
【００１１】
貝類と挟着具２との親和性を高めるために、図２に示すように、内側部分４の貝殻７と反
対面（以下、単に反対面と称する）には、貝殻を粉砕した貝殻粉体６が付着されている。
貝殻粉体６を付着するには、内側部分４の反対面にアクリル樹脂系接着剤等の接着剤を塗
布し、この接着剤が硬化する前に貝殻粉体６をまぶし付ける。すると、内側部分４の反対
面はほとんど貝殻粉体６で隠れてしまい、装着作業中等に貝殻粉体６が剥がれることもな
い。
なお、内側部分４の反対面には、貝殻粉体６に代えて、貝殻主成分である粉末状のコンキ
オリン又は炭酸カルシウムを接着しても、同様に貝殻７との親和性を高めることができる
。
【００１２】
この貝類用標識１は次のように使用される。
図３に示すように、貝殻７の周縁部に、外側部分３に表示した記号５が外面に現れるよう
に外方から挟着具２を係合し、挟着具２の外側部分３と内側部分４とで貝殻７を挟み付け
る。
挟着具２は、外側部分３と内側部分４とを軽く開いて、その間に貝殻７の周縁部を挿入し
、開いていた外側部分３及び内側部分４を解放するだけで、簡単に貝殻７へ装着できる。
また、外側部分３と内側部分４とはその弾性によって軽く貝殻７を締め付けるので、貝殻
７の厚みの違いにも対応できる。
【００１３】
挟着具２の内側部分４の反対面には、貝類との親和性が高い貝殻粉体６或いは貝殻主成分
であるコンキオリン又は炭酸カルシウムが付着しているので、貝殻裏面の軟体部に当たっ
ても貝が異物として排出することはなく、貝の成長により挟着具２の内側部分４は急速に
貝殻７に取り込まれて一体化する。
この挟着具２は、その弾發力によって貝殻７の周縁を挟むので簡単に外れることはないが
、様々な外力が加わりやすい海へすぐに放流すると外れる虞がある。しかし、陸上での養
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生期間である２週間程度の日数を経過すると、親和性の高い挟着具２の内側部分４が貝殻
７内へ埋没して外れなくなる。
【００１４】
また、貝が成長すると、図４に示すように、貝殻７は外周方向へ向かって大きくなってい
き、挟着具２の装着位置は変化しないので、挟着具２よりも外側の部分が成長部分８であ
って、挟着具２を装着した後の貝殻長さの変化が一目でわかる。
挟着具２を装着した時期は、貝殻７の表面に現れた外側部分３の記号５によって確認でき
るため、経過時間に対する貝の成長速度も知ることができる。
さらに、記号５によって放流地域がわかるので、市場等において類似した貝類用標識１を
装着した他産地の貝類と混同することもない。
【００１５】
【発明の効果】
請求項１及び請求項２に係る発明によれば、挟着具を貝殻に係合するだけで容易に装着す
ることができ、挟着具が貝殻を挟み付けているため簡単に外れる心配がない。
また、挟着具の貝殻裏面に当てつける部分と貝類との親和性が高いので、貝が挟着具を異
物として排除しようとせず、貝の成長に伴って挟着具は急速に貝殻に取り込まれ、貝殻を
壊さない限り外すことができなくなり、しかも、貝に負担を与えることもない。そして、
この結果、貝の出所を確実に知ることが可能であると共に、捕獲後に外したり偽造して取
り付けることは不可能なため、密漁を防ぐことができ、稚貝の放流が漁獲量に与える効果
を把握しやすく、資源管理上も有益である。
さらに、クリップ装着位置は貝の成長により移動しないので、クリップの外側に向かって
大きくなった貝殻の成長部分によって、貝の成長度合いを一目で確認することができる。
【００１６】
請求項３及び請求項４に係る発明によれば、貝殻の表面に現れる記号或いは挟着具の色に
よって様々な情報を記録でき、必要時にはこの情報を確認することができる。
請求項５に係る発明によれば、稚貝状態で標識が装着され、成長後はこの標識を取り外し
たり、偽造することができないので、密猟を防止でき、市場等においても産地を混同する
ことがなく、資源管理が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を示す貝類用標識を裏面から見た斜視図
【図２】本発明の実施形態を示す貝類用標識を表面から見た斜視図
【図３】貝類用標識を装着した稚貝の斜視図
【図４】貝類用標識を装着した成貝の斜視図
【符号の説明】
１　貝類用標識
２　挟着具
３　外側部分
４　内側部分
５　記号
６　貝殻粉体
７　貝殻
８　成長部分
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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